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全員協議会次第

令 和 ５ 年 ３ 月 １ ７ 日

全員協議会室１０：００～

１．開 会 （１０：００）

小林事務局次長

２．挨 拶

小松議長

３．協議事項

（１）三芳町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

（２）専決処分事項の報告について（運動公園テニスコート人工芝改修工事の変更契約）

４．その他

５．閉 会 （１１：２５）

山口副議長
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◎開会の宣告

〇事務局次長（小林忠之君） それでは、定刻となりましたので、全員協議会を始めたいと思います。

（午前１０時００分）

◎開会の挨拶

〇事務局次長（小林忠之君） 開会に先立ちまして、小松議長、ご挨拶をお願いします。

〇議長（小松伸介君） 皆様、おはようございます。本日は全員協議会ということで、早朝よりお集まりい

ただきまして、大変にありがとうございます。

また、今日は予算特別委員会の予備日という形でしたけれども、急遽全員協議会ということで、皆様お忙

しい中お集まりをいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。昨日で予算特別委員会終了いたしまして、

菊地委員長、増田副委員長を中心に慎重審議を進めていただきました。それで、賛成多数で全ての議案が可

決すべきものという形で終了しました。本当にありがとうございました。

24日の閉会日を残すだけになりましたけれども、本当に朝晩寒暖の差が激しいですので、皆様、体調のほ

うを十分気をつけていただきまして、最後まで臨んでいただきたいというふうに思います。

本日、協議事項として２つありまして、担当課の皆様にはお忙しい中ご出席をいただきまして、大変にあ

りがとうございます。経緯を説明いただきまして、厳しい質問があるかもしれませんけれども、簡明な答弁

をお願いできればというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

それでは、皆様の慎重審議をお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日もよろしくお願い

いたします。

〇事務局次長（小林忠之君） ありがとうございます。

それでは、協議事項に入りたいと思います。進行につきましては、議長、よろしくお願いします。

◎三芳町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について

〇議長（小松伸介君） それでは、協議事項のほうに移らせていただきます。

１番目、三芳町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてということで、

説明を求めたいと思います。

福祉課長、よろしくお願いいたします。

〇福祉課長（三室茂浩君） おはようございます。このたびは大変申し訳ございません。このような説明を

させていただくことになりました。

まず、今回は令和４年９月定例会で予算のご承認をいただきました竹間沢にある南側ゲートボール場の施

設撤去工事の実施とともに、本来行うべきであった条例の一部改正について、本定例会に追加議案を上程さ

せていただこうとするため、説明を行うものでございます。

追加議案となった原因としては、本件は本来であれば、本定例会開会に合わせて議案として送付すべきで

したが、大変申し訳ないことなのですが、そのことを失念しておりました。経過としては、去る３月13日の
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予算委員会にてゲートボール場の予算をご質問いただく中で、条例の一部改正を忘れていることに気づき福

祉課内で対応を協議し、総務課に相談したことによります。

なお、予定する議案としては、三芳町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

として、竹間沢にある南側ゲートボール場の廃止の案を提案させていただくものです。内容としては、モア

ノートのほうにアップさせていただいております新旧対照表の中で、南側ゲートボール場という項目を削除

させていただくものです。

以上が説明となりますので、どうぞよろしくご審議ください。ありがとうございます。

〇議長（小松伸介君） ありがとうございました。

ただいま福祉課長のほうからご説明がございましたけれども、こちらの追加議案になるということで、質

問は受けたいと思うのですが、内容について考えて質問していただければと思いますので、どうかよろしく

お願いいたします。

それでは、ただいまの説明に対しましてご質問、また確認等ありましたら受けたいと思います。挙手のほ

うをお願いいたします。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

まず、今の経緯の中で福祉課の審議は月曜日だったと思います。議会に話が来たのは木曜日なのです。こ

の時間差はどうしてこれだけ時間がかかったのか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 月曜日に審議が朝一番で行われたという中で、私どものほうとしては気づいて、

その後課の中で話をし始めたのが午後、どういうふうに対応していこうかという話があって、正直申し上げ

て、その中で今回の件を６月の定例会で議案を出させていただくのか、それともこの定例会に追加として出

すのかというところに正直なところ迷いがございまして、ここの間で２日ほどたってしまいまして、15日に

総務課のほうに相談をさせていただいたという経過になります。

この件については、当然ゲートボール場自体が３月の末でなくなってしまうので、考え方からすれば、す

ぐに考えが及ぶはずではあったのですが、６月なのか３月なのかというところにこだわって話をしてしまっ

たために、これほど遅くなってしまったということで、そこについても大変申し訳なく思っております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

もう定例会が始まっているので、執行部だけで提出はできないのです。なぜそこで議会側に相談がなかっ

たのか。自分たちで２日間考えた、それがまず間違いだと思います。あと、自分たちだけでずっと考えてい

て、総務課にも話をしていないということも間違いですよね。今、３月か６月かと言ったけれども、５月と

いう選択もあるわけです。議会運営に関してはこちらのほうが詳しいですので、そういうこともあって、本

来は最初に相談すべきだと思います。それができていないということ自体が間違いだと思います。それにつ

いてどうお考えですか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。
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〇福祉課長（三室茂浩君） 今、おっしゃったとおりで、我々が議会のことについて、きちっと早い段階で

こういう案件があるということを相談すべきであったということを、そのときにしっかりと認識していれば

よかったのですが、どうしても言葉が適切かどうか分からないのですが、案件を抱えてしまったようなとこ

ろがございまして、そのこと自体が間違いというご指摘については、本当にそのとおりだというふうに感じ

ており、今後このようなことがないようにというふうに考えております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） それと、もう一つ、３月か６月かというのを考えたということですけれども、３月

でなくなるからということですが、それだけが６月ではできないという理由ではないと思うのです。そうで

すよね。これまでだってもう終わっている、１回あったと思うのですけれども、条例改正、設置、集会所で

はない、何かのやつを後づけでやったこともあると思います。なぜ年度変わってからの上程では駄目なので

すか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 過去の例を見ていなかったので、そのような件があったというような話につい

ては認識がなかったところなのですが、私たちが今回考えたことについては、先ほども話したように６月、

３月という単純に本当に議会の開会に合わせてということのみで考えておりました。ただ、そもそも３月で

このゲートボール場がなくなるということに私たちが気づいたということをしっかりと受け止めた上で、こ

の４月からは実際存在しないゲートボール場を設置し続けることについては、現状にそぐわないという、こ

の理由が私どもが上程させていただこうとしている理由でございます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 現状にそぐわないといっても、１か月、２か月ですよね。それが住民の不利益にど

うつながるのかが分からないのです。要するに役場側の問題だけですよね。執行部側の問題だけですよね。

それを通そうとするのであれば、やっぱりもっと丁寧に相談してもらうべきだなと思うのですけれども、そ

れだけで３月にねじ込もうかと言われてもどうかなと思うのです。６月にやったら、年度変わってからやっ

たら、法的な問題があるとか、住民に不利益があるかどうかという点ではどうなのでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 三室です。

いわゆる法的な問題ということに関しての深い認識がないところではあるのですが、ないもの、本当にた

だその１点なのですが、ないものが条例上存在しているということに気づいた段階で正すというような考え

方が、今回の考え方になるかと思うのです。ですので、どういう不利益があるかということについて、しっ

かりした説明ができないというのは心苦しいところなのですが、やはり設置条例があるということについて

は、まだそのゲートボール場が使えるのではないかというような考え方になってしまうのではないかという

ところも、一つの要因になるかと思います。

以上、説明になっているかどうかというところですが、お答えをさせていただきました。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。
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〇議員（菊地浩二君） ゲートボール場が使えるかどうかという判断がなぜ起きるのかが分からないのです。

そもそも皆さんの意見でなくしてもいいという話になって、実際そこにはゲートボール場ないわけですから、

それを何で使えないのと言ってくる話ではないと思うのです。あくまでも条例上の問題であって。もう一つ

は、だからそういった法的な根拠というのをしっかり詰めた上で、やっぱり３月中にやるべきだというので

あれば、それは仕方がないことだと思うのですけれども、そこら辺詰めるべきだと思うのですけれども、ど

うでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） お答えいたします。

この条例にのっているものと法的な根拠というところについては、今申し上げたように、その辺りについ

ての深い調査というのができていないというのは、確かに事実でございます。おっしゃるとおり、設置条例

にあることが、例えば住民の方が返すといった方以外の方でも、あるのだから使いたいというふうな話が出

るかどうかは分からないのですけれども、存在している限り、住民の方がまだあるのだというふうに認識を

しているという。これはおっしゃるとおり、役場側が都合でということであるとは思うのですが、その辺り

について法的に、では置いておくことがどうなのかということは、おっしゃるとおり調査が不足していると

いうことになるかとは思います。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

ですから、まだ上程するかどうか分からない段階なので、そこら辺詰めるべきなのではないでしょうかと

聞いているのですけれども。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 法的な部分に関しては、ご指摘のあったとおり、詰めるべきであるというふう

に考えております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） あと、もう一件、私が言ったのはうろ覚えなので、はっきり言って自信があるわけ

でもないので、過去の例というのも調べるべきだと思います。そうした中で、こういったことは今までない

ので、やれることをやりたいというのであれば、そうですよねと言うしかないし、あとこちらとしては再発

防止というのをどう考えるかだと思うのですけれども、再発防止は本会議場のほうがいいのかなと思ってい

たので、ここでは言わないのですけれども、そういったことも含めてこちら側に説明できるようでないと、

いいですよねと単純には言えないかなと思います。実際、だって今までずっとやっていないから忘れていた

のではなくて、藤久保３区でやったばかりではないですか。そういった業務のルーチンがちゃんとできてい

ないわけですよね。そこら辺をしっかりしないと、議会側としてもどうかなと思うところがあります。今の

説明だけだとどうかなと実際思います。まだ調査できていないとか、調べていないとかというのであれば、

そういうのをちゃんとやり尽くした上で話があってしかるべきだと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。
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〇福祉課長（三室茂浩君） お答えいたします。

今回については、非常に形式的な部分というのですか、ゲートボール場がなくなったので、その条例につ

いてはそこから除くというような考え方でお話をさせていただいておりますが、おっしゃるとおりそういう

細かい部分については、調査をさせていただくというような必要があるかというふうには思います。

以上です。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

ほかに。

吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。おはようございます。

いつも私のほうの質問は、福祉課は職員がかなり忙しくて、大変な仕事をしているということでいつも言

っていますけれども、そういった職員の人数が足りているのかどうか、そういったところも私は影響してく

るのかなと思うのですけれども、その辺はどういうふうに捉えますか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） お答えいたします。

職員の数については、定数のほうで定められており、その中で業務をどのように効率的に進めるかという

ことが、我々には求められていることだというふうに思います。今回、こうしたことを起こしてしまったわ

けですが、先ほどちらっとお話にあったようにルーチン業務、予算を計上した段階で、このゲートボール場

は廃止しなければいけないということが決まっているわけですので、そういった意味では、これをきちっと

セットとして捉えて準備を進めていくものが必要だというふうに考えています。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

ほかにございますか。

鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 鈴木です。

議場よりもこちらのほうがいいなかと思ってお聞きするのですけれども、今回担当課のほうの失念があっ

たとはいえ、何とか３月の定例会に間に合うかもしれないという形で、もしかしたらぎりぎりセーフかもし

れないのですが、こういうことって今回もしセーフだとしても、大事故等になりかねないとも思うのです。

町でもいろいろな施設を設置したり、撤去したりしております。ほかにもいろいろな条例をつくったりとか、

関連条例等についてのチェック体制というのはできているのかどうかというのをお聞きしたいのですけれど

も。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 忠平です。お答えいたします。

現状といたしましては、担当課内で予算とか、そういうときにその辺の条例をチェックするという形にな

っております。あと、ちょっと話がずれてしまうかもしれないのですけれども、法令等で改正があった場合

には、情報提供として各課に流しているものもあります。町独自の事業としての場合には、予算であれば財

政とかというところの連携の中で、その辺でチェックができる形なのですが、現状としてはそれがきちっと

システム化ということではなくて、その中でチェックしている段階なので、今後はこの辺を改善を図ってい
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きたいというふうに考えているところです。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 久保です。

今、質問に対してのご答弁をお聞きして、今回の件に関しては大体理解はさせていただいたのですけれど

も、ただ、今まで例えばですけれども、子供広場なり公園なり、またこのゲートボール場もそうですけれど

も、解体だとか撤去時期等、定例会で上程できる時期というのがピンポイントでタイミング合う場合と、合

わないときがあると思うのです。今回はたまたま３月定例会が重なったので、上程を考えて６月にしようか

迷ったという話ありましたけれども、藤久保第３区ゲートボール場の撤去もそうですが、タイミングがずれ

た場合に、例えばですけれども、後から条例の改正、改定というのを行う場合もあると思うのですが、そう

いった場合、町のほうで大体このぐらいの期間で条例の改定をするべきというふうに考えているところとか

あるのか。今回、例えばですけれども、６月でもよかったのではないのかという話もありましたけれども、

それも含めてご説明をいただければというふうに思います。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 今、全般的なお話としてということなのですが、設置条例等に基づいて廃止が

必要になった場合、確かに議会の開会時期とか、議会を行っているとき、そういうときにこの廃止が上げら

れないこともということですけれども、今まで私どものほうで扱ってきた数少ないところではあるかと思う

のですが、ゲートボール場に関しては、３月末で終了するということをもって工期のほうが定められている

のですが、そこに基づいて、この３月議会に本来前もって上程すべきなのかというふうに思ってはいます。

ほかのものについては、取扱いについては私のほうで経験がないものですから、そこについてのお答えがで

きないという部分になります。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 例えばですけれども、先ほど申したとおり、一番直近では藤久保第３区のゲートボ

ール場があったかと思うのですが、例えばですけれども、藤久保第３区のゲートボール場に関しては、撤去

した時期と条例の改定というのは、同じタイミングでは行われなかったのかなというふうに思うのですが、

そこを参考までに教えていただいてよろしいですか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） お答えいたします。三室です。

藤久保３区のゲートボール場についても、年度内に工事が完了するという方向で進めさせていただいたか

と思います。そこで、その議案のほうを上程させていただいたような認識なのですけれども。

〇議長（小松伸介君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 分かりました。そうすると、３月撤去の３月条例の改定ということでよろしいので

すか。それが例えばですけれども、撤去時期が１月だとか、ごめんなさい。そこは私も覚えていないという

か、していないのですけれども、例えばその時期が３月定例会とずれていたのであれば、６月定例会で上程

をしという形でもよかったのかなと。先ほど菊地議員からの質問の中で、法的なものも含めて、これから検
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討していただけるということだったので、そこら辺でもし万が一法的な問題というのがないようであれば、

そこら辺の上程の時期というのも含めて、また検討していただければというふうに思います。

〇議長（小松伸介君） ご意見でよろしいですか。

ほかにございますか。

林議員。

〇議員（林 善美君） 林です。

９月の予算のときにゲートボール場の撤去工事の費用が上げられたのですけれども、そのときに条例の改

正も必要だということが分かっていれば、その議案は、本来であればいつ提出されていたのかというのをお

伺いしたいです。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 三室です。お答えいたします。

確かに、極端な話、セットで提案するというお話なのかとも思うのですけれども、または９月で予算のほ

うをご承認いただいて、工事に関して契約を行って、その上で定例会であれば12月がありますから、そこで

というお話なのかもしれないのですけれども、確かに工事との兼ね合いもありまして、大抵は工期を目指し

て条例を本来なら上げるべきかという認識で進めてまいったところ、今回このように失念をしてしまったと

いうところになります。ですので、やはり工期に合わせたところでの上程というところを、今までは考えて

きたというのが現実でございます。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

ほかに。

本名議員。

〇議員（本名 洋君） 本名です。

今回、条例改正の部分もそうなのですけれども、予算委員会の中でゲートボール場の借地件数がそもそも

直っていなかった。以前のままであったという、２つ落ちていたわけですよね。ですから、直接町民に影響

がないと思うのですが、場合によっては、そういう町民にとって不利益が生じる場合もあるかもしれません。

今回、課長が失念していたということなのですけれども、担当課任せではなく、統括する総務課のほうでも

チェック体制が必要だったのではないかと思うのですが、今の体制、再発防止については菊地議員が本会議

で聞くかもしれませんので、今の現状として問題なかったのかどうかお伺いいたします。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 忠平です。お答えいたします。

今回も、今までのことも、問題につきましては、なぜこんなような原因になってしまったのかということ

は、今後検証した中で、それをシステム化するなり何なりの改善策を検討していかなければならないという

ふうに今考えているところであります。ですので、今回のケースにつきまして、すぐにこういう形にします

ということが提案できないのは大変申し訳ないところでありますが、この辺につきましては改善を図ってい

きたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。
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菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

もう一点だけ総務課長に聞きたいのですけれども、今回取りあえず福祉課の件でミスはミスですよね。ミ

スという中で、三芳町役場の中でこのミスというのをどれくらいの位置づけというか、重度が高いか低いか、

どういうふうにお考えですか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） お答えいたします。

重度というと、どういうふうに表現していいのか難しいところではあるのですが、当然公表されているも

のでもありますし、その辺の我々が持っている事務につきましての大きな課題だというふうには認識をして

いるところであります。ましてや、事務処理のミスになってしまいますので、このようなことがないように

しなければならないので、この辺は職員同士共有しながら、こういうことがないように図っていきたいとい

うふうに、重大であると。ちょっと答弁にならないのですが、その辺の重要度というのがどういうふうに表

現していいのか分からないのですけれども、非常に重く思っているところではあります。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

ですから、要するに重要度というか、重度か軽度かですね。重度であれば、この重度がいきなりぽんとミ

スとして起こるわけはないと言われていますよね。その下に幾つものミスが重なってきて、重いのが起こる

と考えるのですけれども、今回１件だけではなくて、もう一個あるわけですけれども、そういったことも含

めると、根本的な問題というのがそこに隠れているのではないかと思うのです。そこをやっていかないと、

今後も続く。再発防止とさっき言ったけれども、システム化したりとかいろいろ言われたので、それは答え

なのだろうけれども、何か今のままではちょっとどうなのかなと思います。だって、同じタイミングでこう

やって出てきてしまっているということは、本質的に問題があると思います。なので、重度、高いとおっし

ゃるのであれば、なおさら本来はもっと丁寧に。

あと、総務課長には昨日いっぱい言いましたのでいいのですけれども、本来は町長が来て、そこで町長か

ら言葉があっていいと思うのです。昨日も言ったと思うのですけれども、それもないということだったので、

ちょっとそれは残念だなと。町全体の意識の共有として残念だなと思うのですけれども、本会議場で例えば

町長が最初に発言してくれるとか、そういうのがあるのであれば、またちょっと違うと思うのですけれども、

執行部側の対応としてどうなのかというのをいま一度考えていただきたいと思うのですけれども、どうでし

ょうか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） いろいろご指摘、ご意見いただきましてありがとうございます。

まず、内部についての改善しなければならない点については、早急にこの辺のことを検証しながら、先ほ

ども同じことを答弁させていただきましたけれども、検証しながら改善を図っていきたい。まずもって、職

員同士の共有部分は、非常に今課題になっているのかなというふうに認識をしておりますので、その辺も十

分図れるようなシステム化を考えていかなければならないというふうに思っております。
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また、外に向けていわゆる執行部側から発するものにつきましても、今後その辺の関係性につきましても、

十分丁寧に行わなければならないというふうに考えておりますので、今後そのようなことがないようにして

いきたいと思いますので、ご理解いただければというふうに思います。

以上です。

〇議長（小松伸介君） ほかにございますか。

山口副議長。

〇副議長（山口正史君） 山口です。

これは９月で議会も承認している事項だと思うのですけれども、その撤去工事をするということであると、

今月からとかというのではなくて、もっと前から実際にはゲートボール場使えない状態になっていたのでは

ないかと思うのですが、それは何月から使えない状態だったのでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 正確な数字が今手元にはないのですが、確かにおっしゃるとおり、使えないと

いうか、使わないというような状態というのは年度当初に発生していたと思われます。ただ、その後その方

々からのお話を受けて進めていく中で、９月の議会のほうに上程をさせていただいたわけですけれども、実

際にゲートボール自体ができなくなっているという状態は、以前からあったかと思います。

〇議長（小松伸介君） 山口副議長。

〇副議長（山口正史君） 多分工事が入っているので、当然物理的に使えない状態が発生していたと思うの

ですが、そうするとその時点で設置条例改正するなり何なりして、使えない状態にしなければいけないはず

なのですが、そこはそのままにしておいて、何で３月なのかなというのが私も疑問で、５月でも６月でもい

いのではないのと。その状態ずっと継続していますからね、というのが一つ大きなもの。何で３月に無理や

りというか、ここに来てやらなければいけないのかというのが、やっぱり皆さん納得できるのかなと。私は

納得できない。５月でも６月でもいいのではないかなという気がします。それが１点です。

もう一つは、根本的な問題で、例えば今後起こらないようにというお話がありましたけれども、多分設置

条例に関してはかなり気を使っていくので、起こらない可能性もあると思います。私、これは一事が万事で

はないけれども、ほかにもあるのではないかなという気が今すごくしているのです。つまり、隠れているや

つ。本来は条例改正しなければいけないものを、人間なんて忘れるのが当たり前というか、あってはいけな

いとは言うけれども、神様ではないですから、できないと思うのです。それを絶対に起こらないように補完

する。これはシステム化が必要だと思うのですが、ほかにもすごくあるので、今回いろいろご説明いただい

て、設置条例は今後は起こらないような形で運用するって可能だと思うのですが、私もほかのものも全部も

う一回洗い直さないと信用できないなという、これは本音です。と思っているのですが。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 今までもこのようなことがないように、職員の中で事務執行に取り組んでまい

ったところであります。今回のことを課題に見直し等を図っていって、ほかのものもできる限りシステム化

なり等改善を図っていきたいというふうに考えております。

〇議長（小松伸介君） 山口副議長。

〇副議長（山口正史君） ここで条例もう一回総ざらい、条例だけではないような気もしますが、取りあえ
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ず条例を一回総ざらいすべきではないかと。要するに忘れている。本来は改正しなければいけないものが、

忘れているとか何とかというのは、いい機会だから、むしろこれをきっかけに全部総ざらいして、それで次

へどう、ほかにも出てくるような気がするので、出てこなかったら出てこなくて構わないのですけれども、

システム的にどうするかということを検討すべきだと思っていますが、そういう方向で進められるかどうか

お伺いします。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 今すぐに、今ご意見いただきましたので、内部等でも検討してまいります。

以上です。

〇議長（小松伸介君） ほかにございますか。

細谷議員。

〇議員（細谷光弘君） 現状では、廃止にしてから例えば30日以内とか、そういった期間が決まっていて条

例を変えるという規則があるのか、ないのか、町のほうに。それを聞きたいです。

〇議長（小松伸介君） 福祉課長。

〇福祉課長（三室茂浩君） 三室です。

今、お話のあった廃止をしてから何日以内というご質問かと思うのですが、廃止というのが何をもってと

いうところで考えたときに、今回の件に関しては、条例からその設置している項目を削除するということを

もって廃止ということを考えておりますので、ここで例えば上程をして、その項目が議案としてご承認いた

だいた場合に、そこで即廃止、例えば４月１日であれば１日に廃止ということになるというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） ないようですので、協議事項の（１）を閉じさせていただきます。

◎専決処分事項の報告について（運動公園テニスコート人工芝改修工事の変

更契約）

〇議長（小松伸介君） 続きまして、（２）、専決処分事項の報告について（運動公園テニスコート人工芝改

修工事の変更契約）についてということで、文化・スポーツ推進課長の説明を求めます。

文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） それでは、専決処分事項の説明ということにつきまして、まず

運動公園テニスコート人工芝改修工事変更契約に関する経緯という形でまとめましたので、そちらから説明

させていただきます。

こちらにつきまして、まずここで追加議案に至った経緯でございます。やはり、こちらも先ほど来ご指摘

がある同様、私の町長の専決処分事項の指定に関する件というものがございます。こちらにつきましてしっ

かりと読み解いておらず、理解が足りなかったのが主な原因でございます。



- 13 -

まず初めに、こちらの工期は、御覧のように昨年９月21日から令和５年３月10日までとなってございます。

最初に、10月中旬から工事に関する協議が７回ほど工事記録として残ってございます。主な内容につきまし

ては様々ございますが、今回の変更契約に関するということで、そちらの主な内容なのですが、マイクロプ

ラスチックの流出抑制という問題がございまして、そちらに関しての協議が行われたのが主なものでござい

ます。

続きまして、１月30日に工事変更協議に係る最終確認を行いまして、２月８日専決処分、工事変更契約の

締結を行いました。変更契約の金額につきましては、参考資料へ示してございます240万200円でございます。

やはり主な理由は、マイクロプラスチック抑制対策に関わるものになってございます。それで、２月10日、

本定例会の議案提出日でございました。２月27日開会。それで、本件が発覚したのが３月14日です。工期終

わりまして、検査員が各工事書類を書類確認という形で見た際に、検査員から質問がございまして、この件

に関して専決処分の報告はしたのですねという問いで発覚したものでございます。

説明については以上です。

〇議長（小松伸介君） ありがとうございました。

ただいまの説明に対しまして、これも議案というか、議場でやるということで報告なので、質問の内容に

ついては考えていただきながら質問をお願いしたいと思うのですが、何かあれば挙手をお願いいたします。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

変更契約に関する経緯ということで書いてあるのですけれども、よく分からないのが、２月10日と２月

27日、変更契約の経緯で、２月10日は議案書送付の日ですよね。２月27日は定例会開会日ですよね。変更契

約の経緯として、なぜこの２日が載っているのかが分からないのですけれども、どういう意味なのでしょう

か。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 意味といたしまして時系列で分かりやすくという形で、この議

会は参考で、開会日という形で載せさせていただきました。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

分かりやすいようにって、そもそも議案提出していないですよね。していないのに何で載せるのって、全

然経緯ではないですよね。本来このときに出さなければいけなかったというのだったら、まだそうなのです

けれども、これ提出で終わっているので、提出してあるではないって思ってしまうよね、これでは。どうい

う認識なのかが、本当にちゃんと認識しているのかって思うのですけれども、今回のことについて。専決処

分書にサインしてやって、ちゃんと法的に進んできたわけですよね。それができていないということですよ。

これ経緯見たら提出って書いてあって、何これって。分かりやすくというより、言い訳しているだけですよ

ね、これ。それで本当に反省しているのかって思うのですけれども。中身については本会議場でやりますの

で、この資料について聞きたいのですけれども。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 今回、追加議案に至った経緯ということの説明の中で、もちろ
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んこの日に本来であれば提出日であったということを表記した形になってございます。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

ですから、それが書いていないですよね。そういう認識なのですかって。提出していないですよね。

〔「だから、未提出とかにしてほしい」と呼ぶ者あり〕

〇議員（菊地浩二君） せめて未提出ですよね。これでは、提出していることになってしまうではないです

か、後で見たときに。今は分かりますけれども、後で振り返ってみたときに、実際しているのではないのっ

て。文書ってそういうものだというのは、最近よくやっていますけれども、後で見返してよく分かるように

ということで行政文書を作りますよね。これ不十分なのではないの。行政文書の大切さというのを最近よく

勉強させていただいていますので、これが残るとどうかと思うので、これは撤回してもらっていいですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 議員ご指摘のとおり、撤回もしくは未提出という表記にしたい

と思います。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 吉村です。

令和４年10月中旬から令和５年１月下旬までに、先ほどマイクロプラスチック対策の協議が７回行われた

ということで、この７回の全資料を議会のほうに提出していただきたいと思いますが、どうですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

すみません。工事記録として残っているのは７回開催されましたが、全てがこのマイクロプラスチックの

話合いをされたわけではございません。マイクロプラスチックの協議されたのは、10月24日の１回だけでご

ざいます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） では、その10月24日の、７回出せれば、一番重要なのは10月24日の協議資料を全

部出していただきたいのですけれども、そのほかも出していただければと思います。いかがですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 資料請求していただければ、はい、出したいと思います。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 私は、今ここで、個人の資料請求ではなくて、全議員に配付をしていただきたい

ということで質問しましたので、それについて答えてください。出せないわけはないと思いますので、お願

いします。税金でやっているのだから、出せるでしょう。

〇議長（小松伸介君） 施設マネジメント課長。

〇施設マネジメント課長（古山智志君） 工事記録については基本的に出せる部分と、やはり企業のノウハ
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ウだとか、そういったものがございますので、その辺のほうは十分調整、協議しながら出せる部分等を精査

して、資料請求のほうの担当部署とも連携しながらという形で検討させていただくような形になるかと思い

ます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 吉村議員。

〇議員（吉村美津子君） 全部税金でやるのですから出せるはずですので、そういった出せる部分ではなく

て、全て出せると思いますので、その辺は出してください。

この件で指定管理者との関係は、７回の協議もそうですけれども、指定管理者も入っているのか。また、

それ以外にも一番初めに利用者の方が……

〇議長（小松伸介君） 中身に関しては議場でやっていただいていいですか。

〇議員（吉村美津子君） 芝生のほうをしてほしいということで言われましたけれども、指定管理者との関

連はいろいろありながらやってきていると思いますけれども、この件についても指定管理者と関係があった

のかどうかお伺いします。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） こちらにつきましては、もちろん指定管理者、管理者というこ

とで同席してございます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） ほかに。

内藤議員。

〇議員（内藤美佐子君） 専決処分ということで、議会に重きを置いていただければ、なるべく専決処分は

なくて、状況によっては許されるものではありますけれども、やはり専決処分をしたときには、議会のこと

を一番最初に考えていただかないといけないことなのだなと。それは、私たち議員もそういうふうにずっと

思ってはきているのです。

今回、一担当、福祉課はちょっと違いますけれども、専決処分で行われたことについて、本当だったら３

月議会の冒頭でしっかりと報告しなければいけないというところを、なぜベテランの課長が忘れてしまった

のか。それって一つの課だけが責任を取るべきものなのか、それとも先ほどの話にもつながるのですけれど

も、総務課のほうで専決処分したということをしっかりと捉まえていれば、こういう間違いってなかったの

ではないかなと思うのです。そこら辺を今後どうしていくかというのは、先ほどの話にもつながるのですけ

れども、ぜひとも専決処分したというのは重いことなので、やはり念頭、頭に議会を置いていただかないと、

議会が軽視されているなというふうに思うと、両輪がうまくいかなくなるというところもありますので、今

後どうやってやっていくか、しっかりシステム化なり何なりしていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） ご意見、ご指摘、ありがとうございました。

対応策としては、今後検討しなければならないというふうに思っていますが、現状といたしましては、専

決処分したものにつきましては、現状総務課に報告を上げているものではなかったので、その辺もシステム
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化すると。処分をしたときに総務課にも合い議をもらうとか、専決処分を行った段階で速やかに総務課に報

告するなどの対応策を取ってまいりたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） ほかに。

鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 鈴木です。

まず、今の答弁でちょっと驚いたのが、専決処分した際とかって、総務課というのは担当課からしました

よと報告がない限り、把握しないのが現状ということですか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 現状、専決処分した段階では、特に連絡は今はない。例えば今回の３月議会に

上程するものはありますかとかということで、こっちでアクションを起こしたものに対して、担当課から上

がってくるというような状況になっております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） それで大丈夫なのかというのはちょっと置いておくとして、ちなみにこれは２月８

日に専決処分をされましたけれども、専決処分すると決めたのが２月８日なのか、ちょっと前からどうしよ

うか。これは、では専決でやろうかという話で２月８日に専決処分をしたのか、こちらについては。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

こちらにつきましては、先ほども説明いたしました１月30日に最終確認ではないのですが、いろいろな増

減がございました。これで終わりだろうという形で確認を取った後に、そこから作業を進めた。２月８日で

したものでございます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 専決処分するということに決めたわけですから、この時点で町長のほうも専決でや

るというのは把握していたということでいいですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） はい、決裁してございます。

〇議長（小松伸介君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） たしか２月７日に正副議長と町長の打合せあったと思うのですけれども、私たちに

報告されたものでは、その際にそういった話はなかったのです。町長自身も自分でしたにもかかわらず、１

か月もたっていない開会のときに出ていないことに気づいていない。担当課のほうも誰もそのことを忘れて

いて、工事検査員から指摘されるまで、そうだ、専決の報告をしなければというのは、みんな失念していた

ということでよろしいですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） その件に関しましては、報告しなければいけないという認識が
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私自身欠けておりました。

以上です。

〇議長（小松伸介君） いいですか。

ほかにございますか。

桃園議員。

〇議員（桃園典子君） 桃園です。

今回は、当課におかれての事業の事案かと思うのですが、どこの課においても起こり得ることと考えたと

きに、専決処分に関する手続のフローチャートみたいなものということが、共通認識で大事かと感じるので

すが、その辺はどのようになっていらっしゃいますか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 今後、そのようなことも検討しながら周知徹底してまいりたいというふうに考

えております。

〇議長（小松伸介君） ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

先ほどの総務課長の答弁の中で、総務課は知らなかったということなのですけれども、今回180条で専決

処分ですよね。179条でやるか、180条でやるか、その点は文化・スポーツ推進課だけで検討したということ

なのですか。法的な根拠というのを確認しないでやったということですか。それって危うくないですか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 今回のケースにつきましては、担当課から相談があれば、うちのほうも乗る形

にはなるのですけれども、今回そのようなこともなかったという事実がありますので、今回のケースについ

ては、基本的には現状としましては、担当課から相談があって、その辺話をするという状況になっておりま

す。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

要するに、だから180条で専決できるということを、十分に担当課が認識していたからやれたということ

なので、その後のことを失念していたというのはちょっと合わないですよね。文化・スポーツ推進課では、

180条で専決しますというのを誰にも相談しないわけでやったわけですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

これ以上言っても全てが言い訳になってしまってあれなのですが、私自身専決処分事項の指定に関する件、

確かに見ました。そのときに経緯を言いますと、やはり工事価格的には様々な要因がありまして、増減を生

じた経緯がありまして、まず減になった形から、ではマイクロプラスチック流出のをやりましょうかという

のが発端で始まっておりまして、それで様々時間は流れていくのですが、それで私とすると、結果的には請

負金額のあまり変更はなしでやりたかったという思いがありましたので、そこで専決処分を必要になったと
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きに、ごめんなさい。議会に報告というのが、その時点で結びついていなかったという、全て言い訳になっ

てしまいます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

聞きたかったのは、要するに担当課だけで専決処分を決めたのかということです。取りあえず、そこを一

番答えてほしいのです、まず。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 今回につきましては、180条云々という形で担当課で判断いた

しました。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

先ほどもちょっとありましたけれども、今回につきましてはなのか、今までのやり方としてそうなのか聞

きたいです。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 私自身、今回のこの件に関しましては、初めての経験でござい

ましたので、そういった形で判断いたしました。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

ですから、初めてなのだから、だからこそ相談すべきだと思うのです。各課で共有して、この問題、文化

・スポーツ推進課だけの問題ではないですよね、専決処分するということに関して。何でそこが落ちている

のか、そこが何でできないのか。根本的に決定的に駄目ですよね、今のやり方は、そうなると。むしろ、一

つの担当課だけでそれができてしまう。町長もそれに署名してしまうということ自体、正しいやり方ではな

いのではないかと思うのですけれども。確かに180条は、あくまでも議会からの委任で、これだけはやって

いいですよと言っている部分ですよね。ただ、それで本当にやれるのかどうかというのは、単独で判断する

べきではなくて、やはり条例とかそういったことに詳しい総務課の判断というのもあるべきだと思うのです。

僕は、当然そんなのはできているのだとずっと思っていたのですけれども、それができていないということ

ですよね。まず、その確認だけさせてもらっていいですか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 事務分掌の決裁につきましては規定がございまして、関係部署の合い議をもら

うような形になっております。今後につきましては、この辺もきちっと精査しながら検討してまいりたいと

思います。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 今はできていないかどうか。
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菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

ですから、今の時点でそういったことがちゃんと規定されていないということですよね。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） ご指摘のとおりで、合い議をいただくような形にはなっておりません。

以上です。

〇議長（小松伸介君） ほかにございますか。

山口副議長。

〇副議長（山口正史君） 山口です。

我々、毎月執行側と議長、副議長でいろいろ情報交換やっております。そこでは何も出てきておりません。

甚だしくばかにされたと私は思っているのです。できるだけ議会側で議運だとかいろいろなところで決まっ

たことは、そちらに適宜情報としてお伝えしているはずです。こんな重要なことが、何でその場で我々に連

絡がなかったのか、知らされなかったのか。定例でやっていることそのものの意味がないのではないかと、

今私は思っていますが、そこはどうなのでしょう。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 今回の件につきましては、本当に申し訳ございませんでしたというところで、

決して軽視しているわけではなくて、そこの場で月に１回の正副議長会議のときに、執行部側からの情報提

供もさせて丁寧にさせていただいているというふうに思っているところであります。今回はその辺のところ

が抜けてしまったということにつきましては、大変申し訳ございませんでした。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 山口副議長。

〇副議長（山口正史君） 申しわけないですけれども、今回だけではないような気がしてしようがないので

す。いろいろなことが我々守られていないというのは、ここのところです、はっきり言って。教育センター、

急に全協の日にちを変えてやらざるを得なかった。それから、政策推進室もそうですよね。いきなりパブコ

メやりますという話もそうですし、これもそうですし、全く議会側は適当に処理しておけばいいや、適当に

あしらえという感じしか私は受けないのです。

そうすると、あの定例でやっているミーティングそのものが意味がないと。総務課が言うのか、総務課は

知らなかったと。それはそういう今の仕組みの中で、問題があるのだと思うのですけれども、町長すらそれ

は出てこなかった。町長、サインして決裁しているのは当たり前ですよね。その話も出てこない。もしそこ

で出てきたら、事前に我々は受け取って、こうすべきではないかとか、出てきていないよとかって指摘が少

なくともできたと思うのです。100％できたと保証しませんけれども。だから、全く意味がないな。要する

に議会って適当にあしらわれているなというのが本音ですが、そこはそんなことはありませんと言うけれど

も、実態がそうですね、ここのところずっとと思っているのですが。

〇議長（小松伸介君） 質問ですか。

〇副議長（山口正史君） はい。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。
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〇総務課長（忠平 訓君） いろいろ言っても言い訳にしかならない部分になってしまうのですが、今回担

当課のほうの確認したところ、２月８日の専決処分については、２月８日に決裁をさせていただいたという

ところもありますので、正副議長会議のときにお伝えできなかったというのは、そのことも要因にあるのか

なというふうに考えております。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 山口副議長。

〇副議長（山口正史君） ここで言うのも申し訳ないけれども、あそこの定例会というのは法的根拠ないの

ですよ。お互いの信義、信頼の中でやっているにすぎないのです。町長よくおっしゃる、法的根拠ないでは

ないかと。確かにそこで言う法的根拠ないですよ。そんなことで議会とうまくやれると思っているのかなと。

私、担当課は出席していなかったのでしようがないなと思うのです。町長の姿勢そのものがおかしいと思っ

ています。いかがですか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長に聞いても、それは総務課長答えられないのではないですか。それは議場

で直接町長に聞いていただいたほうがいいような気がします。

総務課長、答えられますか。総務課長。

〔「議場で質問するべきじゃない」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） そうですけれどもね。

〔「これって情報交換の場の話だから、議場で議案としては関係ない話だ

から」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） そうですね。議案の話ですからね。

どうぞ。

〇総務課長（忠平 訓君） 今ご指摘のとおり、信頼関係の中できちっと情報共有をしていくということは、

とても重要なことだというふうに考えておりますし、今までもそのように努めさせていただいたというふう

に認識はしているところでありますが、今後につきましても真摯に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 鈴木です。

今日の全員協議会で２つの不手際があり、４つの課の課長が来て申し訳ありませんでしたという形でやっ

ているのですけれども、特にこの専決については、町長なんかもろに当事者ですから、本来ここに来て自分

も忘れたと、正副の打合せのときもという、頭を一回下げてくれると、かなり話が先へスムーズに流れるか

なとも思うのですけれども、今日町長にこの件について報告するということは、当然伝えてあるのですよね。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 伝えております。

〇議長（小松伸介君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） そこで、例えば町長にも一緒に来てくれとか、そういったお願いはされなかったの
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ですか。もしくは町長が自分も行こうかとか。町長がいないのはなぜなのですかというところが一番なので

すが。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 今回の説明につきましては、執行部側のミスにより起きてしまったことであり

ます。担当課といたしましては、その辺まずご説明をさせていただきたいと思いまして、本日こちらのほう

に出席をさせていただいたところであります。特に町長にどうのこうのということは考えていなかったとこ

ろであります。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 鈴木議員。

〇議員（鈴木 淳君） 担当課の責任として各課長がいらっしゃっていると思うのですけれども、その責任

の一番トップというのは町長なので、本来であれば、こういったときこそ町長は率先して来て、頭を下げる

のが一番うまくいくかなと思ったのですが、それは町長の姿勢ということで理解しておきます。

一つお願いがあるのが、先ほどマイクロプラスチック、今回に関して請負額が240万増ですけれども、聞

いていると工事費としては全体的にほかが下がってきたから、マイクロプラスチックの流出対策をしようと

したと。そうすると、トータルで240万上がってしまったということなので、どの部分が下がって、マイク

ロプラスチックの流出対策では結局幾らぐらい増になったのかというのを、できれば最終日までに資料で出

していただきたいのですけれども、そちらをお願いできますでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） それは分かりやすく資料作成いたします。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） 本当。

〔「出すとは言っていないでしょう」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） 検討しますとはおっしゃっていただきましたけれども、出すとは言ってくださって

いないので。

〔「出すと言ったよ」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） 言っていないです。

〔「中身は検討するけど、出すことは出す」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） 言っていない、言っていない。

〔「資料請求してくれって」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） では、資料のほうは鈴木議員のほうは出していただけるということで。

〔「おかしいよ、それは。先ほど……では、もう一度言って」と呼ぶ者あ

り〕

〇議長（小松伸介君） 吉村議員。
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〇議員（吉村美津子君） 先ほど７回の分を中身は検討するけれども、出すって言いましたよ。

〇議長（小松伸介君） よろしくお願いします。大丈夫ですか。もう一度答弁をお願いいたします。

文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

すみません。吉村議員のときのは、工事記録の全てを開示してくれという形で聞き及びましたので、そう

いった形で返事をさせていただきました。それで、今の鈴木議員につきましては、工事の増減の内容につき

ましては、これは事実のことでございますので、数字は出したいということで答弁いたしました。

以上です。

〇議長（小松伸介君） では、ほかにございますか。

増田議員。

〇議員（増田磨美君） 増田です。

総務課長にお伺いします。本日の町長のご予定というのは、どういうふうになっていたのでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 全部把握というか、今手元にないのであれなのですけれども、午前中はみどり

学園の卒園式に出席するというような話は伺っております。すみません。その時間までは、今手元にないの

で。

〇議長（小松伸介君） 増田議員。

〇議員（増田磨美君） すみません。午後もどちらかにお出かけの予定だったのでしょうか。その辺は……

〇議長（小松伸介君） 分からないって。

〇議員（増田磨美君） 分からないですか。

〇議長（小松伸介君） 秘書ではないから。

〇議員（増田磨美君） では、結構です。

〇議長（小松伸介君） ほかにございますか。

細谷議員。

〇議員（細谷光弘君） すみません。２月に入ってから３月のテニスコートの予約が始まっていましたし、

３月４日に当初の予定では閉鎖というような話を聞いていましたけれども、８日に専決処分ということで担

当課のほうでやって、町長のほうに書類を出して判こを押してもらったということで、それについて町長は

特に専決を深く理解というか、専決やったよという強い意識があれば、議会の初日に忘れるということはな

かったような気もするのですが、そこら辺については町長は何かおっしゃっていましたでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

すみません。通常、様々な決裁文書をいろいろいただいている中の一つとして、今回変更契約が生じまし

たのでという形で決裁をいただいたというふうには説明はいたしました。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 細谷議員。

〇議員（細谷光弘君） すみません。あと、工事変更契約してから、それに対する工事というのはいつから
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いつまで行われたのか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

変更契約したのは、工事記録の中で協議事項として固まった事項を進めておりましたので、その中の増減

の結果でございますので、例えばマイクロプラスチックの施工で言いますと、10月24日に工事記録として残

っていますので、それ以降発注なりして進んでいったのかなというふうに考えます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。

ほかにございますか。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

すみません。もう一点だけ伺いたいのですけれども、経緯で一番最後で工事検査員から指摘ありというこ

とではないですか。工事検査員から指摘があって専決処分したけれども、議会報告がないということですよ

ね。それで、工事の検査自体通っているのですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

検査自体はこれからです。まだやってございません。実際の現地検査はまだでございます。その前に10日

工期で終了いたしましたので、必要な書類を事前に検査員に目を通していただくという作業の中で起きた事

故であります。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 要するに変更契約をしたわけではないですか。それについての手続がちゃんとでき

ているか、できていないかの検査だと思うのですけれども、今の時点で工事検査は通るのですか。

〇議長（小松伸介君） 施設マネジメント課長。

〇施設マネジメント課長（古山智志君） お答えします。

工事検査自体は契約書に沿って適切に工事が行われているかどうか、現地もできているかどうかの確認と

いうことで、仮にこちらのほうは報告がその辺不備はありますけれども、契約書に沿ってできているか、で

きていないかの確認の検査という形になりますので、そういったできているのであれば、工事検査は合格の

ほうはできるかということでございます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） というと、工事検査員は何でこんな指摘をしたのですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

指摘というか、会話の中でのことだったのですけれども、検査員も職員でございますので、今回の議案提

出の一覧を見ていった中での、ないことによる質問だったのかなというような想像いたします。

〇議長（小松伸介君） 菊地議員。



- 24 -

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

でも、ここに指摘って書いてあるではないですか。検査員が確認事項にないことを指摘するの。

〔「助言」と呼ぶ者あり〕

〇議員（菊地浩二君） いやいや、確認のそういう検査とかで、検査工程の中で検査項目にないことは指摘

しないと思うのです。指摘があったら、工事検査そのものが通らないですよね。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 議員さんのおっしゃるとおりで、今回、先ほどのお話の中に、工事検査員にそ

の必要書類を検査の確認の事前にお渡しをしたときの、工事検査員の職員がその中を見た中で気づいたとい

うところで指摘をさせてもらったというところになります。

〇議長（小松伸介君） 専決の報告。

菊地議員。

〇議員（菊地浩二君） 菊地です。

それは分かるのですけれども、検査員として指摘するのであれば、検査事項にあるわけです。確認事項で

すよね。今、それが不備なわけではないですか。それでも通る。工事自体は通るということですけれども、

ただ町の工事の事業の中で、これが完了として認められてしまうのか。であれば、別に要らないのって思う

のと、工事検査がまだ終わっていないのに、貸出ししてしまうのっていうのはどうなのかなと思って、工事

検査完了しているのかどうか聞いているのですけれども。

〇議長（小松伸介君） 総務課長。

〇総務課長（忠平 訓君） 工事検査員の中で専決処分の書類も入っていますので、それを見た中で、そこ

で工事検査員の職員が気づいたことについて指摘をしてもらったという経緯になるのですが。

〇議長（小松伸介君） 施設マネジメント課長。

〇施設マネジメント課長（古山智志君） 工事検査グループの立場として発言させていただきますけれども、

あくまでも工事検査につきましては、工事契約書に基づいてきっちり工事がされているか、完成がなされて

いるかという確認をします。その中で、やはり検査員のほうでもいろいろ知識のほうもありながら、専決処

分をして、専決処分を行った後、議会に報告はしなければいけないという知識を持っている検査員は、そこ

でそういったことを行っているのだよねという、これは検査の指摘という形ではない。この資料としては、

指摘ありという形が適切なのかどうかというところもありますけれども、あくまでもそういった助言があっ

たということだということで認識しているところでございます。

以上です。

〇議長（小松伸介君） よろしいですか。まだありますか。久保議員以外にあります、まだ。

では、久保議員。

〇議員（久保健二君） 久保です。

すみません。先ほどからお話を聞いていまして、本会議で確認すればいいかなと思っていたのですが、令

和４年10月中旬から令和５年１月下旬まで、このマイクロプラスチック対策の協議されていたということで

すが、６月に補正を上げて工事が始まってから、工事内容というのが変更があった時点で、何で議会のほう

への全員協議会等で説明というのがなかったのですか。ここまで大きく工事の内容が変わるのであれば、そ
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の時点で議会への説明というのがあってよかったのかなと思うのですけれども。今回の件に限らず、ほかの

課でも言えることだと思うのですけれども、正直きめ細かく説明してくれる課もあれば、本当に説明が必要

なのに、全くしていただけない課もあるのです。これというのは町のスタンスだと思うのですけれども、今

回これだけの工事であれば、説明をその時点でするべきだったのではないのかなと思うのですけれども、そ

の辺どのようにお考えでしょうか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

これらにつきましては、いろいろな仕様の変更とか、そういった形がありまして、私的には先ほども申し

上げたのですが、工事の請負金額に対して最終的には変わらない形で収まればという思いがありましたので、

一度マイナスという形が出た時点で、昨年の５月のまちづくり懇話会のときにマイクロプラスチック流出と

いう話が、これはちょっと出た話がありまして、その時点で何か変更があったときには、これを第１優先順

位としようという形で考えておりましたので、そこでもし加えるのであれば、これを優先順位の１位として

やりたいという思いでやったものでございまして、それで結果的に請負金額が変更がなければという形で、

これは要望があってやっていることですので、特段そういった形では、そういった意味での報告というのは

考えてございませんでした。

〇議長（小松伸介君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 分かりました。マイナスが出たからこれをやろうということで、今回この工事の中

にマイクロプラスチック流出対策というのを取り入れたというので、ほかにもっと本当は聞きたいのですけ

れども、内容に関わる問題になるので、それは本会議でとは思っていますが、これは補正の段階でいろいろ

質疑が本会議場でもあったと思うのですけれども、そのときに専門の業者、知識のある業者を今回お願いし

ているという話があったかと思います、答弁の中で。その際に、マイクロプラスチック、今回優先順位で必

要だからこの工事を取り入れたというお話ですけれども、しなければいけないものなのであれば、当初から

これは入れるべきだったのではないのかなと話を聞いていて思ったのです。しなくていいものであれば、今

回マイナスが出たからといって、しなくてもいいのかなというふうにも感じるのですけれども、そこだけお

答えいただいてよろしいですか。

〇議長（小松伸介君） 文化・スポーツ推進課長。

〇文化・スポーツ推進課長（髙橋章次君） 髙橋です。

すみません。こちらにつきましては、設計が補助事業という形もありましたので、４月の時点で設計自体

が始まっておりまして、これが６月の時点では設計書ができ上がっておりましたので、そのまま進んだ経緯

がございます。その後に、今の先ほど言いました昨年の５月下旬ですか、その話が出てきたというのがあり

ましたので、その後の設計には間に合わない形で進んでおりました。

以上です。

〇議長（小松伸介君） 久保議員。

〇議員（久保健二君） 内容に関わってしまうかもしれない。最後にいたしますけれども、一般の多少経験

というか、知識のある方から出たものが、専門の方が分からないようなあれなのですか。本来であれば、懇

話会で話が出る前に、必要なものであれば、専門の業者が流出の対策というのは行うべきですよというのが
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あって、予算の中に入れるべきものなのかというふうに思うのですけれども、お話を聞いていて。必要なの

であれば。

〇議長（小松伸介君） ちょっと内容に関わっていると思うのですけれども。

〇議員（久保健二君） では、これは本会議で確認します。

〇議長（小松伸介君） よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） では、以上で協議事項（２）を閉じさせていただきます。

◎その他

〇議長（小松伸介君） それでは、協議事項終わりましたので、４のその他に移ります。

皆様から何かございますでしょうか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） いていただいたほうがいいかなと思って。

では、事務局、大丈夫ですか。何かあります。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） では、ないようでしたら、以上で全員協議会を終了とさせていただかないほうがい

いですか。今後の対応について、また議運の委員長と、ここで全員で……

〔「協議する……」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） 追加議案ということなので、よろしいですか。

〔「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり〕

〇議長（小松伸介君） 暫時休憩いたします。

（午前１１時２３分）

〇議長（小松伸介君） では、再開いたします。

（午前１１時２５分）

〇議長（小松伸介君） 追加議案等の案件ですので、続きは議運でということでよろしくお願いいたします。

では、なければ、以上で本日の全員協議会を閉じさせていただきます。

マイクを事務局にお返しいたします。

◎閉会の宣告

〇事務局次長（小林忠之君） それでは、お疲れさまでした。

閉会のご挨拶、副議長、お願いします。

〇副議長（山口正史君） 皆様、早朝から急な招集ということで、参加いただきましてありがとうございま

した。

昨日で委員会は終わったのですが、これからあと本会議、最終日が残っておりますので、桜も咲き始めま
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したが、体調のほうは十分気をつけて最終日に臨んでいただきたいと思います。今日はご苦労さまでした。

（午前１１時２５分）


